
内
閣
衆
質
一
五
六
第
一
〇
九
号

平
成
十
五
年
七
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
公
的
年
金
制
度
に
対
す
る
国
民
不
信
の
原
因
で
あ
る
様
々
な
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
五
年
七
月
二
十
五
日
受
領

答

弁

第

一

〇

九

号



衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
公
的
年
金
制
度
に
対
す
る
国
民
不
信
の
原
因
で
あ
る
様
々
な
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
五
年
一
月
三
十
一
日
内
閣
衆
質
一
五
五
第
四
九
号
）
二
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
は
、
平
成
八
年
度

か
ら
三
年
ご
と
に
実
施
し
て
い
る
国
民
年
金
被
保
険
者
実
態
調
査
に
よ
っ
て
把
握
し
た
国
民
年
金
の
保
険
料
未
納
者
（
国
民

年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
過
去
二
年
間
保
険
料
を
全
く
納
付
し
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
人
数

を
お
答
え
し
た
上
で
、
保
険
料
未
納
者
を
「
拒
否
者
」
と
そ
れ
以
外
の
者
に
区
分
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
旨
を
お
答
え
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
何
を
も
っ
て
「
拒
否
者
」
と
い
う
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
難
し
い
問
題
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、

仮
に
、
あ
る
被
保
険
者
が
電
話
又
は
戸
別
訪
問
に
よ
る
納
付
督
励
の
際
に
納
付
を
拒
否
す
る
意
思
を
示
し
た
と
し
て
も
、
そ

の
後
そ
の
意
思
及
び
保
険
料
未
納
の
状
態
を
継
続
す
る
と
は
限
ら
ず
、
当
該
被
保
険
者
が
保
険
料
未
納
者
に
該
当
す
る
と
は

限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
御
指
摘
の
「
被
保
険
者
記
録
を
管
理
し
て
い
る
社
会
保
険
庁
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
、
「
拒
否

者
」
の
項
目
が
存
在
」
と
は
、
社
会
保
険
庁
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
が
作
成
し
た
「
国
民
年
金
保
険
料
関
係
業
務
取
扱
要

一



せ
き

領
」
中
の
徴
収
事
蹟
処
理
票
の
事
蹟
表
示
欄
に
「
�．

納
付
拒
否
」
の
項
目
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え
る
が
、

当
該
項
目
は
、
電
話
又
は
戸
別
訪
問
に
よ
る
納
付
督
励
の
際
に
被
保
険
者
が
納
付
を
拒
否
す
る
意
思
を
示
し
た
場
合
に
は
、

納
付
書
の
送
付
を
別
扱
い
と
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
記
載
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
�．

納
付
拒
否
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
中
に
は
現
に
保
険
料
を
納
付
し
て
い
る
者
も
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
事
蹟
表
示
欄
に
「
�．

納
付
拒
否
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
を
あ
え
て
集
計
す
れ
ば
、
平
成
十
五
年
六
月
二

十
五
日
現
在
で
二
万
九
千
七
百
八
十
八
人
と
な
る
が
、
こ
れ
は
、
保
険
料
未
納
者
の
人
数
の
内
数
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

ま
た
、
徴
収
事
蹟
処
理
票
の
事
蹟
表
示
は
、
そ
の
内
容
に
変
更
の
あ
っ
た
都
度
記
載
を
更
新
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
た
め
、

過
去
に
お
い
て
事
蹟
表
示
欄
に
「
�．

納
付
拒
否
」
が
記
載
さ
れ
て
い
た
者
の
数
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
の
三
鷹
庁
舎
（
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
前
は
同
庁
の
三
鷹
庁
舎
）
及
び
高
井
戸

庁
舎
（
同
日
前
は
同
庁
の
高
井
戸
庁
舎
）
に
設
置
さ
れ
た
厚
生
年
金
保
険
、
国
民
年
金
等
の
適
用
及
び
保
険
料
の
徴
収
、
厚

生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
等
に
使
用
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
社
会
保
険
オ
ン
ラ

イ
ン
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
の
各
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
機
種
、
性
能
等
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

二



ま
た
、
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
業
務
の
件
数
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
稼
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
三
鷹
庁
舎
及
び
高
井
戸
庁
舎
の
各
庁
舎
に
設
置
さ
れ
て
い

る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
全
体
の
稼
働
時
間
と
し
て
把
握
し
て
お
り
、
二
の
（
�
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
各
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ご

と
の
稼
働
時
間
及
び
一
般
財
源
を
充
て
た
業
務
と
保
険
料
財
源
を
充
て
た
業
務
と
に
区
分
し
た
稼
働
時
間
は
把
握
し
て
い
な

い
。な

お
、
各
庁
舎
の
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
稼
働
時
間
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
実
際
に
支
出
し
た
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
経
費
は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

昭
和
二
十
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
に
つ
い
て
、
保
険
料
率
は
、
別
表
第
五
の
と
お

り
で
あ
り
、
保
険
料
収
入
、
運
用
収
入
、
年
金
給
付
額
、
福
祉
施
設
事
業
費
支
出
額
、
そ
の
他
支
出
額
、
収
支
差
引
残
、
年

度
末
積
立
金
、
積
立
度
合
、
被
保
険
者
数
及
び
適
用
事
業
所
数
は
、
別
表
第
六
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
お
尋
ね
の
「
加
入
率
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
義
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
仮

三



に
、
「
厚
生
年
金
保
険
が
適
用
さ
れ
て
い
る
適
用
事
業
所
数
又
は
被
保
険
者
数
」
の
「
本
来
厚
生
年
金
保
険
を
適
用
す
べ
き

事
業
所
数
又
は
被
保
険
者
数
」
に
対
す
る
割
合
を
指
す
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
割
合
は
把
握
し
て
い
な
い
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

厚
生
年
金
保
険
の
積
立
金
を
運
用
し
て
得
ら
れ
た
収
益
は
、
毎
年
度
厚
生
保
険
特
別
会
計
年
金
勘
定
の
歳
入
の
運
用
収
入

の
項
に
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
運
用
収
入
が
保
険
給
付
費
を
始
め
ど
の
科
目
の
歳
出
に
充
て
ら
れ
た
か
等
を
区
分
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

制
度
発
足
時
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
国
民
年
金
に
つ
い
て
、
保
険
料
額
は
、
別
表
第
七
の
と
お
り
で
あ

り
、
保
険
料
収
入
、
運
用
収
入
、
年
金
給
付
額
、
福
祉
施
設
事
業
費
支
出
額
、
そ
の
他
支
出
額
、
収
支
差
引
残
、
年
度
末
積

立
金
、
積
立
度
合
、
被
保
険
者
数
及
び
検
認
率
は
、
別
表
第
八
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
お
尋
ね
の
「
加
入
率
」
と
は
、
「
国
民
年
金
の
被
保
険
者
数
」
の
「
国
民
年
金
の
被
保
険
者
と
な
る
べ
き
者
の

数
」
に
対
す
る
割
合
を
指
す
も
の
と
考
え
る
が
、
「
国
民
年
金
の
被
保
険
者
と
な
る
べ
き
者
の
数
」
を
平
成
四
年
度
か
ら
三

年
ご
と
に
実
施
し
て
い
る
公
的
年
金
加
入
状
況
等
調
査
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
公
的
年
金
未
加
入
者
数
と
国
民
年
金
の
被

四



保
険
者
数
の
合
計
と
す
れ
ば
、
お
尋
ね
の
「
加
入
率
」
は
、
平
成
四
年
度
は
九
十
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
七
年
度
は
九

十
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
年
度
は
九
十
八
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
三
年
度
は
九
十
九
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。

三
の
（
�
）
に
つ
い
て

国
民
年
金
の
積
立
金
を
運
用
し
て
得
ら
れ
た
収
益
は
、
毎
年
度
国
民
年
金
特
別
会
計
国
民
年
金
勘
定
の
歳
入
の
運
用
収
入

の
項
に
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
運
用
収
入
が
国
民
年
金
給
付
費
を
始
め
ど
の
科
目
の
歳
出
に
充
て
ら
れ
た
か
等
を
区
分

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
の
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
年
金
給
付
費
、
基
礎
年
金
拠
出
金
等
の
支
出
総
額
が
、
保
険
料
、

国
庫
負
担
、
運
用
収
入
等
の
収
入
総
額
を
上
回
っ
た
場
合
に
、
こ
れ
を
取
り
崩
し
て
不
足
額
に
充
当
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お

り
、
あ
ら
か
じ
め
、
い
つ
の
時
点
か
ら
ど
れ
だ
け
の
金
額
を
取
り
崩
す
か
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

な
お
、
厚
生
年
金
保
険
及
び
国
民
年
金
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
五
年
に
一
度
行
わ
れ
る
財
政
再
計
算
に
お
い
て
、
社

会
経
済
情
勢
等
の
変
化
を
考
慮
し
て
、
長
期
的
に
給
付
と
負
担
が
均
衡
す
る
よ
う
保
険
料
の
引
上
げ
計
画
の
策
定
や
給
付
水

準
の
設
定
を
行
い
、
必
要
な
制
度
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
年
金
財
政
の
将
来
見
通
し
を
示
す
こ
と
と
し
て
い
る
。
前
回
の

五



平
成
十
一
年
財
政
再
計
算
に
お
い
て
示
し
た
、
厚
生
年
金
基
金
の
代
行
部
分
を
含
め
た
厚
生
年
金
保
険
全
体
の
将
来
見
通
し

及
び
国
民
年
金
の
将
来
見
通
し
に
お
い
て
は
、
平
成
六
十
二
年
度
前
後
に
お
い
て
、
年
金
給
付
費
、
基
礎
年
金
拠
出
金
等
の

支
出
総
額
が
、
保
険
料
、
国
庫
負
担
、
運
用
収
入
等
の
収
入
総
額
を
上
回
る
見
込
み
と
な
っ
て
お
り
、
仮
に
、
こ
の
将
来
見

通
し
の
と
お
り
に
年
金
財
政
が
推
移
す
れ
ば
、
支
出
総
額
が
収
入
総
額
を
上
回
っ
た
分
だ
け
積
立
金
の
取
崩
し
を
行
う
こ
と

と
な
る
。

五
の
（
�
）
に
つ
い
て

昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
厚
生
年
金
保
険
に
つ
い
て
、
徴
収
決
定
済
額
、
収
納
済
歳
入

額
、
未
収
保
険
料
、
過
年
度
未
収
保
険
料
の
収
納
額
、
不
納
欠
損
額
及
び
収
納
未
済
歳
入
額
は
、
別
表
第
九
の
と
お
り
で
あ

る
。ま

た
、
お
尋
ね
の
「
未
納
事
業
者
へ
の
差
押
さ
え
件
数
」
は
、
差
押
え
を
執
行
し
た
事
業
所
数
と
解
す
れ
ば
、
別
表
第
十

の
と
お
り
で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
「
未
納
事
業
者
へ
の
債
務
確
認
件
数
」
を
未
納
事
業
所
で
債
務
が
あ
る
こ
と
を
承
認
し
た

も
の
の
数
と
解
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
数
は
把
握
し
て
い
な
い
。

五
の
（
�
）
に
つ
い
て

六



昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
国
民
年
金
に
つ
い
て
、
徴
収
決
定
済
額
、
収
納
済
歳
入
額
、

未
収
保
険
料
、
過
年
度
未
収
保
険
料
の
収
納
額
、
不
納
欠
損
額
及
び
収
納
未
済
歳
入
額
は
、
別
表
第
十
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
未
納
者
へ
の
差
押
さ
え
件
数
」
は
、
未
納
被
保
険
者
に
差
押
え
を
執
行
し
た
件
数
と
解
す
れ
ば
、
別

表
第
十
二
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
お
尋
ね
の
「
未
納
者
へ
の
債
務
確
認
件
数
」
を
未
納
被
保
険
者
で
債
務
が
あ
る
こ
と
を
承

認
し
た
も
の
の
数
と
解
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
数
は
把
握
し
て
い
な
い
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
事
例
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
任
意
加

入
被
保
険
者
（
以
下
「
任
意
加
入
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
保
険
料
納
付
済
期
間
の
一
部
が
年
金
額
に
反
映
さ

れ
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
例
は
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
生
じ
得
る
も
の
で
あ
る
。

老
齢
基
礎
年
金
は
、
原
則
と
し
て
二
十
歳
か
ら
六
十
歳
に
達
す
る
ま
で
の
四
十
年
間
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、

六
十
五
歳
か
ら
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
仕
組
み
で
あ
る
が
、
国
民
年
金
法
附
則
第
五
条
の
任
意
加
入
被
保
険
者

制
度
は
、
六
十
歳
前
の
間
に
免
除
、
未
納
等
の
期
間
が
あ
り
、
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
が
満
額
に
満
た
な
い
場
合
、
六
十

七



歳
以
降
六
十
五
歳
に
達
す
る
ま
で
の
間
任
意
加
入
し
て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
よ
り
、
年
金
額
を
満
額
に
近
づ
け
る
こ
と

を
可
能
と
す
る
制
度
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
加
入
す
る
か
ど
う
か
は
被
保
険
者
の
任
意
で
あ
る
と
い
う
性
格
上
、
六
十
五
歳
到
達
等
の
場
合
を
除
き
、

本
人
が
申
し
出
た
場
合
に
限
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
保
険
料
納
付
済
期
間
の
月
数
が
満

額
の
年
金
額
と
な
る
数
に
達
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
本
人
か
ら
の
資
格
喪
失
の
申
出
が
な
け
れ
ば
、
加
入
を
継
続
さ
せ
、

保
険
料
を
収
納
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
事
例
が
制
度
上
生
じ
得
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
社
会
保
険
庁
か
ら
任
意
加
入
被
保
険
者
の
資
格
取
得
の
申
出
を
受
理
す
る
市
町
村
に
対
し
て
、
当
該
申
出
が
あ
っ

た
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
本
人
か
ら
事
情
を
聴
取
し
、
加
入
可
能
年
数
を
超
え
る
者
等
の
加
入
を
防
ぐ
た
め
、
必
要
な
審
査

を
行
う
と
と
も
に
、
本
人
に
対
し
て
任
意
加
入
被
保
険
者
制
度
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
保
険
料
納
付
済
期
間
の
月
数
が
満

額
の
年
金
額
と
な
る
数
に
達
す
る
時
期
に
喪
失
の
申
出
が
必
要
と
な
る
旨
を
周
知
す
る
よ
う
指
導
す
る
等
、
お
尋
ね
の
よ
う

な
事
例
が
発
生
し
な
い
よ
う
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
任
意
加
入
被
保
険
者
の
う
ち
お
尋
ね
の
事
例
に
該
当
す
る
者
の
数
を
区
分
し
、
集
計
す
る
こ
と
は
行
っ
て
い
な
い

た
め
、
そ
の
人
数
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
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